
新型コロナウイルス感染症対策 

   橿原市基本方針（5/１５緊急事態宣言解除後）  

 

橿原市は、奈良県の緊急事態宣言が解除されたことを受け「感染拡大の防止」

と「社会経済活動の維持」との両立に配慮した取り組みへと段階的に移行します。 

 

本市の現状 

 橿原市における新型コロナウイルスの感染状況は、4月 10 日に確認された

2人の感染を初めとし、感染者は延べ 6人(5/13時点)となっており、奈良県

の感染者数 90人(5/13時点)に対し約 6.7%を占めています。また、市内感

染者のうち、3人は大阪府（市）の勤務地が感染経路となっており大阪からの

感染率が 50%を占めます。 
奈良県の感染者の推移をみると、1月 28日に中国武漢市からのツアー客を

乗せたバスの運転手の感染が 1 人確認された以降、2 月中の新規感染者はな

く、3 月 1 日から 28 日（4 週間）の 1 週間単位の感染者数は 3～4 人ずつ

の延べ 10 人にとどまるなか、3 月 29 日からの 4 週間がピークとなり、そ

の後現在に至るまで減少傾向に転じ、5月 10日以降の新規感染者の発生はあ

りません。 

本市においては 5 月 3 日の感染者以降 10 日連続で感染者は出ておらず、

奈良県全体の推移同様、新規感染者の発生は減少傾向にあるといえます。 

 

・学校再開について 

  小中学校については 6月 1日（月）の学校再開に向けて、5 月 20日（水）

から 5 月 29 日（金）まで分散登校での登校日を２～3 回設け、今後の学校

生活のすごしかたや、学習のしかた、時間割、課題の提出等をとおして学校生

活に慣れていただきます。 

 6 月１日（月）からは分散登校による半日授業、6 月 8 日（月）からは給食

の開始、そして 6月 15日（月）からは通常授業再開を目指していきます。 

  幼稚園は、6 月 1 日から、少人数保育をするため家庭保育をお願いしなが

ら、6月 15日（月）に通常保育の再開を目指します。 

  また、保育所においての通常保育の開始は 6 月１日（月）としますが、お

仕事を再開されるご家庭については従来どおり保育を受け入れさせていただ

きます。 

  放課後児童クラブについても小学校再開とリンクした活動を再開します。 

  なお、再開にあたっては感染防止対策マニュアルを作成し周知徹底してま

いります。 

 

 



・公共施設の再開について 

  現在休館中の公民館や運動施設、博物館等について、感染リスクの低いもの

から適切な感染防止対策を講じた上で、段階的に開館することとしますが、感

染拡大防止の観点から、県外の方からの予約や団体の予約は当面の間、お控え

いただくこととします。また、香久山体育館、曽我川緑地体育館のトレーニン

グルーム、シルクの杜については引き続き休止します。 

 なお、橿原市総合プールについては、現時点において休止の予定です。 

 

・イベント等の再開について 

  市が主催する各種イベント、教室等については少人数（50 人程度以下）で

の開催を前提に、三つの密の回避の徹底、大声での発声、歌唱などを避け、適

切な感染防止対策（手指消毒、マスクの着用、換気など）を行い、順次開催を

検討してまいります。 

 地域や事業者が主催するイベント等につきましてもこれに準じてご検討をお

願いします。 

 

・経済的支援について 

新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的

確に家計への支援を行うことを目的として創設されました「特別定額給付金給

付事業」に基づき、まずは一人当たり 10万円の特別定額給付金の速やかな給

付に努めてまいります。 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため奈良県の休業要請に応じた事

業者への協力金の上乗せ支給並びに、市独自の施策として感染症の影響で関連

融資を受けた事業者への支援金の支給を実施します。 

更に、この５月１日に国から示された「新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金制度」を積極的に活用するなど、引き続き、様々な対策や支援

を行ってまいります。 

 

・感染症（PCR）外来について 

  5 月 13 日より橿原地区医師会の全面的な協力のもと実施している感染症

（PCR）外来については現在順調に稼働しており、今後も状況を見極めなが

ら継続してまいります。 

 

 

市民の皆様にはこれまでの自粛要請を誠実に実行していただいたおかげで、

現時点で感染拡大防止に成果が出ているものと判断しており、感謝申し上げる



次第です。 

ただ、新型コロナウイルスとの戦いは長期戦になる可能性もあり、これまで同様、

うつさない・うつらない対策を継続しながら、感染拡大防止対策への取り組みを

お願いします。 

 また、今後再び感染拡大が発生することも想定し、県内陽性者数や大阪府の陽

性者数、経路不明陽性者数などを注視しながら、その兆しがある場合は迅速に再

度感染拡大防止策を強化してまいります。 

 

※ 各施設の開館やイベント等の情報はその都度、ホームページ等でお知らせし

ますのでご確認ください。 
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